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論　　説

　抄　録　近時，技術革新とネットワーク環境の変化に伴い，コンテンツの利用に当たり，コンテン
ツやソフトウェアの所在を意識することなく，どこでも利用できる環境が提供されるようになってき
た。このような，いわゆるクラウドサービス時代が幕開けする一方で，平成23年１月にテレビ番組の
転送サービスにおけるサービス提供者の著作権法上の責任をめぐる裁判の最高裁判決が下されてい
る。今後のクラウドサービス時代に当たってこの判決の影響，今後の著作権法制度上の課題，在り方
について検討した１）。
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1 ． はじめに

インターネットの普及により，デジタル技術
及びネットワーク技術は飛躍的な発展を遂げ，
情報コンテンツのデジタル化が急速に加速して
いる。これに伴い，情報コンテンツのアクセス
方法も，従来の物理的な媒体を通じたアクセス
方法から，情報コンテンツをサーバで管理し，

ストリーミングやダウンロードを通じたアクセ
ス方法へと変化してきた。また，情報コンテン
ツにアクセスするための機器も，パソコン等の
特定の場所に固定して利用する機器から，携帯
電話（スマートフォン）等に多様化し，通信手
段を備える情報端末があれば，その機器の特性
や場所を問わず，いつでもどこでも簡単に情報
コンテンツへのアクセスが可能となった。
こういったアクセス方法は，いわゆる「クラ
ウドサービス」を提供する事業者の増加に伴い
多種多様化したといえるが，このようなサービ
ス提供者の行為が著作権法上の侵害行為である
として，権利侵害の主体を問われる判決が出て
おり，権利者とサービス提供者との争いが発生
してきた。
平成23年１月に，テレビ番組の転送サービス
におけるサービス提供者の著作権法上の責任を
めぐる裁判の最高裁判決（まねきTV事件，ロ
クラクⅡ事件）が立て続けに出され，その解釈
については，様々な議論が巻き起こり，多くの
有識者の間でも検討が行われはじめている。ま
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た，このような状況の中，平成24年１月には，
両事件に関する差戻控訴審判決が出された。
本稿では，今後，本格的なクラウドサービス
の時代を迎えるに当たり，クラウドサービスを
展開するサービス提供者が権利侵害の主体とな
らないためには，どのような点に注意すべきな
のか，先般の最高裁判決がクラウドサービスに
与える影響や射程範囲，及び今後の著作権法制
度上の課題や在り方について検討を行い，取り
まとめた。

2 ． 環境の変化

従来，情報コンテンツは主に書籍，CD，
DVDなどの各種物理的媒体によって流通し，
利用者はこれらの媒体を購入することによって
情報コンテンツを享受していた。また，情報コ
ンテンツは，主として利用者本人が所有する
様々な機器（パソコン，音楽プレーヤー等）を
用いて複製されていた。 この行為は著作権法
第30条で保護されるところの私的使用のための
複製に当たり，複製主体はコンテンツ利用者で
あることが明確なため，著作権法上の問題が生
じることもなかった。
昨今，必要となるソフトウェアをインストー
ルしたり，必要な情報コンテンツを自身のパソ
コン等に保存したりすることなく，クライアン
ト端末側に必要最低限の処理をさせることによ
って，クラウドと称されるネットワーク上（以
下「クラウド上」という。）の仮想サーバにあ
るソフトウェアを遠隔稼動させ利用することが
できる「クラウドコンピューティング技術」の
進歩がめざましく，この技術を利用して情報コ
ンテンツのストリーミングやダウンロードが可
能な環境を提供したり，オンライン上の仮想サ
ーバを利用して情報コンテンツを管理したりと
いったクラウドサービスが急増し，情報コンテ
ンツの流通過程に変化をもたらすこととなっ
た。つまり，オンラインでの音楽・動画配信，

データサーバの管理及び配信提供等を実現する
ために，「情報コンテンツ」（権利者）と「ユー
ザー」（利用者）との間に「サービス提供者」
といった第三者が介在することになり，情報コ
ンテンツの流通過程において当該サービス提供
者の役割が重要になったわけであるが，こうし
たサービス提供者の出現によって，様々な著作
権法上の問題が浮き彫りになった。
まず，クラウドサービスを利用してネットワ

ーク上の仮想サーバに情報コンテンツを複製す
る場合，その行為の主体をサービス利用者とす
るのか，あるいはサービス提供者とするのかと
いう問題である。行為の主体を利用者個人とし
た場合，複製行為は「私的使用のための複製」
と認められるが，サービス提供者が複製行為の
主体であるとした場合，その行為は著作権侵害
に該当することになる。
また，クラウド上のサーバにある情報コンテ

ンツをユーザーの端末に送信しダウンロードす
るという行為についても，その行為の主体がサ
ービス提供者とみなされた場合には，その行為
が情報コンテンツ権利者の自動公衆送信や送信
可能化権の侵害になりうるという問題も生じる
こととなった。

3 ． カラオケ法理

クラウドサービスにおいて行われるコンテン
ツの複製行為や送信行為に関して，サービス提
供者は，コンテンツの直接の利用主体であるユ
ーザーの行為に関与してはいるものの，自ら直
接的に著作物の複製や公衆送信・送信可能化等
の利用行為を行っているわけではない。言うな
れば，ユーザーにクラウドサービスを使用させ
ることを通じて，間接的に著作物を利用してい
るに過ぎないが，このような場合に，利用行為
の主体は誰と考えるべきか。また間接的な利用
行為についての責任をどのように問うべきか
等，いわゆる「間接侵害」の問題として従来か
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ら議論がなされてきた。
この点，産業財産権法，例えば，特許法第

101条は間接侵害について規定しており，特許
されたクレームのすべての構成要件を満たす直
接的な侵害とはいえないようなケースでも，直
接侵害を誘発する予備的・幇助的な行為につい
ては侵害とみなし（間接侵害），かかる侵害行
為に対して損害賠償，差止，刑事罰の責任を規
定している。一方の現行著作権法には，このよ
うな間接侵害の規定は存在しない。
これまで，裁判において間接侵害の問題を解
決してきたのが，いわゆる「カラオケ法理」で
ある。昭和63年のクラブキャッツアイ事件最高
裁判決２）において確立されたとされるこの法理
は，物理的な利用行為の主体とは言い難い間接
的な利用者について，２つの要素（「管理・支
配性」及び「営業上の利益」）を満たす場合には，
規範的に利用行為の主体と評価するものであ
る３）。
同事件では，カラオケスナックで客がカラオ
ケを唄う行為について，店の経営者が演奏権（著
作権法第22条）の侵害の責任を負うかどうかが
争点となった。最高裁は，スナックの「管理・
支配性」について， カラオケ装置は店によって
設置され，従業員が客に歌を奨め，装置を操作
してテープを再生し，客はその管理のもとに歌
唱していると認定し，さらに 「営業上の利益」 
についても，スナックは，客の歌唱をも店の営
業政策の一環として取り入れ，店の雰囲気づく
りを集客につなげ，これを利用して営業上の利
益を増大させることを意図していたとして，こ
の要素も認めた。そして，これら２つの要素を
満たす場合は，「客による歌唱も，スナックの
経営者による歌唱と同視しうる」という判断を
示した。
この最高裁判決以降，著作物の利用に関与す
るサービスに係る著作権侵害事件の様々な裁判
例４）において，「カラオケ法理」が採用されて

きたと言われており，この法理の是非を巡って，
これまで種々の議論がなされてきた。このよう
な背景から，下級審にて「カラオケ法理」に基
づいて審理がなされ，最高裁に上告されていた
「ロクラクⅡ事件」及び「まねきTV事件」につ
いて，最高裁判所が果たしてどのような判断を
下すのかが大いに注目されたのである。

4 ．   ロクラクⅡ事件，まねきTV事件最
高裁判決

4．1　ロクラクⅡ事件５）

本事件は，サービス提供者が製造，販売・貸
与を行うビデオデッキ「ロクラクⅡ」を用いた
「ロクラクⅡビデオデッキレンタル」というサ
ービスについて，放送事業者（在京テレビ局等）
から当該放送事業者の有する複製権（著作権法
第21条）及び著作隣接権（著作権法第98条）を
侵害しているとして，差止請求を求められた事
件である。当該サービスで使用される「ロクラ
クⅡ」とは，デジタル録画機能及びインターネ
ット通信機能を有するハードディスクレコーダ
ーであり，２台の「ロクラクⅡ」がそれぞれ親
機と子機の役割を果たす機能を制御するための
ファームウェアを組み込むことで，１台は親機，
もう１台は子機として使用することができる。
日本国内に設置された親機がテレビ放送の放送
波を受信し内蔵するハードディスクレコーダー
に複製された後，インターネット回線を使用し
てサービス利用者の所有する子機に転送され
る。親機はサービス提供者の事務所内に設置さ
れ，サービス利用者の指示によってアナログ地
上波放送が親機に録画されることによりテレビ
番組は複製され，複製された番組データはイン
ターネット回線を通じて子機に送信される。サ
ービス利用者は子機が受信した当該データを，
子機に接続されたモニターにて再生，及び子機
のハードディスクに複製することが可能になる。
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当該サービスにおいて，親機のハードディス
クレコーダーにテレビ放送データが複製される
行為について，その主体がサービス提供者であ
るのか，もしくは複製の指示をするサービス利
用者であるのかが争点となった。

（1）原審判決について
本事件について，原審では，サービス提供者
の提供するサービスは放送事業者の有する複製
権及び著作隣接権を侵害するものではなく，違
法ではないと判断された。以下，原審での判断
のポイントをまとめたい。
＜著作物の利用主体について＞
著作物の利用主体について，原審では，サー

ビス提供者が親機を自己の事務所内に設置・管
理することは，親機を購入，またはレンタルし
ているサービス利用者に「ロクラクⅡ」の機能
を滞りなく提供するための技術的環境を利用者
に代わって整備しているに過ぎないとし，テレ
ビ放送の複製行為を実質的に管理・支配してい
るものとみることはできないとして，サービス
提供者の利用主体性を否定し，テレビ放送の複
製主体は各サービス利用者であるとした。
＜複製権・著作隣接権の権利侵害について＞
複製権及び著作隣接権の侵害については，サ

ービス提供者は複製主体ではないという判断に
加え，利用主体であるサービス利用者によるテ
レビ放送の複製行為は，その自由な意思に基づ
いて行われる私的使用のための複製（著作権法
第30条）であるとし，放送事業者が有する複製
権及び著作隣接権を侵害しないとした。

（2）最高裁判決について
しかし，その後の最高裁判決では一転して，

サービス提供者は複製の主体として著作権者の
複製権を侵害していると判断された。以下，最
高裁の判断ポイントをまとめたい。
＜著作物の利用主体について＞
著作物の利用主体について，最高裁は「放送

番組等の複製物を取得することを可能にするサ
ービスにおいて，サービスを提供する者（以下
「サービス提供者」という。）が，その管理，支
配下において，テレビアンテナで受信した放送
を複製の機能を有する機器（以下「複製機器」
という。）に入力していて，当該複製機器に録
画の指示がされると放送番組等の複製が自動的
に行われる場合には，その録画の指示を当該サ
ービスの利用者がするものであっても，サービ
ス提供者はその複製の主体であると解するのが
相当である。すなわち，複製の主体の判断に当

図１　サービス概要
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たっては，複製の対象，方法，複製への関与の
内容，程度等の諸要素を考慮して，誰が当該著
作物の複製をしているといえるかを判断するの
が相当である」と述べており，放送番組を，サ
ービス利用者の求めに応じ，情報を自動的に送
信することができる状態を作り出す行為を行う
者が主体であるとし，サービス提供者が著作物
利用の主体であるとした。
＜複製権・著作隣接権の権利侵害について＞
複製権及び著作隣接権の権利侵害について
も，最高裁は，サービス提供者が親機「ロクラ
クⅡ」の機能を効果的に提供するための環境を
整備するにとどまらず，「その管理，支配下に
おいて，放送を受信して複製機器に対して放送
番組等に係る情報を入力するという，複製機器
を用いた放送番組等の複製の実現における枢要
な行為をしている」とし，親機「ロクラクⅡ」
がサービス提供者の管理，支配する場所に設置
されていたとしてもテレビ放送の複製をしてい
るとはいえないとした原審の判決を退け，サー
ビス提供者は複製の主体として複製権を侵害し
ていると判決した。

（3）知財高裁 差戻控訴審
最高裁での上記判決を受けて，知財高裁での
差戻控訴審の行方が注目されていたが，2012年
１月31日付の判決では最高裁の判決に従い，サ
ービス提供者をテレビ放送番組等の複製主体と
認め，当該サービスによる各原告事業者の放送
の録音・録画差止め，「ロクラクⅡ」親機の廃棄，
及び計1,570万円の損害賠償を命ずる判決を下
している。

4．2　まねきTV事件６）

本事件は，サービス提供者が，各ユーザーの
所有する大手電機メーカーが市販している「ロ
ケーションフリー」という番組転送機能を有す
る機器を預かり，これを保管・管理する「まね

きTV」というサービスについて，放送事業者（在
京テレビ局等）から，当該放送事業者の有する
公衆送信権（著作権法第23条１項）及び送信可
能化権（著作権法第99条の２）を侵害している
として，差止請求を求められた事件である。
本事件で利用された機器は，親機（以下，「ベ
ースステーション」という。）と子機（専用モ
ニター及び無線通信機能を有する端末等をい
い，以下，「受信端末」という。）からなり，ま
ず，テレビアンテナ線やDVDレコーダー等を
ベースステーションに接続し，インターネット
回線に接続する。これにより，外出先や海外に
おける受信端末から，無線LANやWi-Fi及びイ
ンターネット回線への接続を通じた，ベースス
テーションへの遠隔操作が可能となり，当該ベ
ースステーションで受信した映像コンテンツ
を，受信端末からの指示及び要求に基づき，デ
ジタル変換し，受信端末に送信することにより，
当該受信端末で映像コンテンツの視聴ができる
というものである。
特に，「海外に在住しながら日本のテレビ番
組を視聴したい」といったユーザーにおいては，
非常に便利な機器であり，日本国内に設置した
ベースステーションを，海外のPCや専用モニ
ター等からインターネットを通じてアクセス
し，操作することで，リアルタイムにストリー
ミング視聴することができる機器であった。
また，ベースステーションと受信端末は，「１

対１」の間においてのみ映像コンテンツの転送
がなされるよう，あらかじめ特定された紐付け
がなされている。
サービス提供者は，ユーザーが購入し所有す

る機器のベースステーションをユーザーから預
かり，保管場所を設けてこれを管理し，また当
該ベースステーションへのテレビアンテナ線の
接続，電源の供給，インターネット回線への接
続を行うといったサービスをユーザーに提供し
ていた。
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この点，当該サービスにおけるテレビ番組の
送信について，送信可能化及び公衆送信行為の
主体が，サービス提供者であるのか，又は当該
機器を所有しベースステーションを遠隔操作す
るユーザー自身であるのかが争点となった。

（1）原審判決について
本事件について，原審では，サービス提供者
の提供するサービスは放送事業者の有する公衆
送信権及び送信可能化権の権利を侵害せず，違
法ではないと判断された。以下，原審での判断
のポイントをまとめたい。
＜公衆送信権・送信可能化権の権利侵害につい
て＞
公衆送信権及び送信可能化権の権利侵害につ
いては，その判断にあたり，ベースステーショ
ンが自動公衆送信装置に該当するか否かがポイ
ントとなった。自動公衆送信装置とは，公衆（不
特定または特定多数の者）が，電気通信回線を
利用して著作物を直接受信される状態にするた
めの送信機能を持つ装置をいい，送信可能化は
自動公衆送信装置の使用を前提としているため

である。
原審では，テレビ番組の送信は，各ユーザー

が購入し所有するベースステーションから，ユ
ーザー自身が操作する受信端末への「１対１」
の送信を行う機能を有するに過ぎないため，当
該ベースステーションは自動公衆送信装置に該
当しないと判断した。また，ベースステーショ
ンから受信端末への送信は，各ユーザーの指令
があって初めてなされるものであり，これによ
りテレビ番組を覚知し得る状態となるため，ベ
ースステーションにテレビ番組を入力するだけ
では，公衆によって直接受信される状態にもな
らないため，サービス提供者の行為は，放送事
業者が有する公衆送信権及び送信可能化権の権
利を侵害しないと判断した。
なお，「著作物の利用主体」については，第
一審において，サービス提供者の送信行為は，
テレビアンテナからベースステーション間での
み行われるものであり，ベースステーションか
ら受信端末間の送信はサービス提供者ではな
く，ユーザー自身の指令によってなされること，
サービス提供者は，各ユーザーに放送番組を送

図２　サービス概要
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信するか否かの決定に関与していないこと，ま
たサービス提供者が受領するサービス利用料金
については，ベースステーションの管理料とし
て捉えられるため，当該利益の帰属があること
をもって，テレビ番組の送信主体であるとする
ことはできないとして，利用主体性を否定し，
テレビ番組の送受信行為の主体は，各ユーザー
であると判断されているが，原審では，上記の
とおりベースステーションの機能等に着目した
判断となっており，著作物の利用主体について
正面から判断されることはなかった。

（2）最高裁判決について
しかし，原審判決に対して最高裁はその判断
を一転させ，原審判決を破棄，事件を差戻した。
つまり，著作物の利用主体は各ユーザーではな
く，サービス提供者であり，サービス提供者が
放送事業者の有する公衆送信権及び送信可能化
権の権利を侵害すると判断した。以下，最高裁
での判断のポイントをまとめたい。
＜著作物の利用主体について＞
著作物の利用主体について，最高裁は，「自
動公衆送信が，当該装置に入力される情報を各
受信者からの求めに応じ自動的に送信する機能
を有する装置の使用を前提としていることに鑑
みると，その主体は，当該装置が受信者からの
求めに応じ情報を自動的に送信することができ
る状態を作り出す行為を行う者と解するのが相
当であり，当該装置が公衆の用に供されている
電気通信回線に接続しており，これに継続的に
情報が入力されている場合には，当該装置に情
報を入力する者が送信の主体であると解するの
が相当である」と述べており，また，ベースス
テーションを遠隔操作し，受信端末へのテレビ
番組の送信の指令を出す各ユーザーが当該テレ
ビ番組（著作物）の利用主体ではなく，各ユー
ザーがベースステーションを所有していたとし
ても，当該ベースステーションに分配器（１本

のケーブルに流れる信号を複数本のケーブルに
分ける機器）を介するなどして自ら管理するテ
レビアンテナに接続し，当該テレビアンテナで
受信されたテレビ番組がベースステーションに
継続的に入力されるように設定した上，ベース
ステーションをその事務所に設置し，これを管
理し，ベースステーションに当該テレビ番組の
入力をしている以上，サービス提供者が著作物
の利用主体であると判断した。
＜公衆送信権・送信可能化権の権利侵害につい
て＞
公衆送信権及び送信可能化権の権利侵害につ

いても，最高裁は，「公衆の用に供されている
電気通信回線に接続することにより，当該装置
に入力される情報を受信者からの求めに応じ自
動的に送信する機能を有する装置は，これが，
あらかじめ設定された単一の機器宛に送信する
機能しか有しない場合であっても，当該装置を
用いて行われる送信が自動公衆送信であるとい
えるときには，自動公衆送信装置に当たるとい
うべきである」と述べており，「１対１」の送
信を行う機能をもって，自動公衆送信装置でな
いとする原審の判決を退けている。
さらに，何人も，サービス提供者との関係等
を問題にされることなく，サービス提供者と本
件サービスを利用する契約を締結することで同
サービスを利用することができることから，送
信の主体であるサービス提供者からみて，本件
サービスの利用者は不特定の者として公衆に当
たり，ベースステーションを用いて行われる送
信は自動公衆送信であり，したがって，ベース
ステーションは自動公衆送信装置に当たるた
め，インターネットに接続している自動公衆送
信装置であるベースステーションに本件放送を
入力する行為は，本件放送の送信可能化に当た
るというべきであると判断し，サービス提供者
の行為は，放送事業者の有する公衆送信権及び
送信可能化権の権利を侵害すると判決した。
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（3）知財高裁 差戻控訴審
最高裁での上記判決を受けて，知財高裁での
差戻控訴審の行方が注目されていたが，2012年
１月31日付の判決では最高裁の判決に従い，サ
ービス提供者をテレビ番組の公衆送信及び送信
可能化の主体と認め，当該サービスの停止及び
約168万円の損害賠償を命ずる判決を下してい
る。

（小括）
上記２つの判決は，情報コンテンツをサーバ
に保管し，当該サーバを電源及びインターネッ
ト回線に接続して管理するサービス提供者が，
各ユーザーからの求めに応じて，当該情報コン
テンツを送受信する点において，クラウドサー
ビスと近似するサービス形態であり，今後，本
格的なクラウドサービスの時代を迎えるに当た
り，両判決がサービス提供者に対して大きな影
響を及ぼす判決ではないかという懸念をもたら
すこととなった。
では，果たして，両判決は，クラウドサービ
スに対して，いかなる影響を及ぼし得るものな
のか，以下，考察したい。

5 ． クラウドサービスへの影響

5．1　最高裁判決後の解釈論の動向

これら２件の最高裁判決は，いずれも知財高
裁で適法とされたサービスについて，サービス
提供者を一転して主体者とみなすことによっ
て，違法と判断した。従来の「カラオケ法理」
の判断基準そのものは採用しなかったものの，
サービス提供者を規範的に利用行為主体と判断
し，責任を問う法理の手法は保持されたといえ
る。
両事件のサービスは，アプリケーション，サ
ーバやストレージなど一連のコンピューターリ
ソースを提供するものではないものの，インタ

ーネットを利用して著作物の複製や公衆送信の
「場」を提供する点において，クラウドサービ
ス一般に共通する著作権法上の課題が示されて
いるため，その判決の行方と今後の影響につい
て大いに注目されたわけである。
これら最高裁判決が，クラウドサービス一般
にもたらす影響について，一様に判断すること
は難しい。一口にクラウドと言っても，多種多
様なサービスがあり，提供する仕組みやシステ
ムの内容，また，事業者によるユーザーの行為
への関与度も様々である。
判決直後は，この最高裁判決が今後，クラウ
ドサービス全般に広く適用され，多くのサービ
スが違法となるのではないかと懸念する声も上
がっていた。
しかし，その後，実務への影響力が強い最高
裁調査官の解説において，（まねきTV事件判決
の基準によっても）情報の発出，取得に直接関
係するものではないメールサーバの運営者やプ
ロバイダは「自動送信装置であるサーバ等に当
該情報を入力していると評価できない」７）と述
べられたり，「本判決の射程は，（中略）放送番
組等の複製物を取得することを可能にするサー
ビスにおけるなど，判決設定事例におけるもの
に限定される」（ロクラクⅡ事件）８），と述べら
れるなど，両判決の射程を慎重に限定しようと
する見解が示された。
また，その後も，「いずれの判決も結局のと
ころは，テレビ放送の転送サービスに固有の事
情を前提として判断を行っており，その射程は，
テレビ放送転送サービスの事案に限定されるべ
きである」９），「本件（両事件）は，……放送の
受信が関係しない事例には及ばないものと思わ
れる」10），「（射程が明確に限定されているロク
ラクⅡ判決はもちろん，まねきTV判決におい
ても）射程が及ぶのは少なくとも放送対象地域
外のテレビ番組と同等に『著作物の取得』自体
に社会的，経済的に見てサービスとしての価値
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があるような場合であると考えられよう」11）な
どと，判決の適用範囲を狭く，限定的に解釈す
る学者，実務家の見解が多く登場することにな
り，クラウドサービスの環境整備の施策検討に
際して文化庁が行った調査研究においても，「各
判決によっても，クラウドサービスにおける著
作物の利用行為主体がサービス提供者である
と，直ちには捉えられないと解される」，「本調
査委員会では，最高裁判決の射程を限定的に捉
える見解を支持する意見で概ね一致した」と結
論づけられた12）。
最高裁が示した判断の当否に対しては，様々

な見解があるものの，「これら最高裁判決がク
ラウドサービス全般に広く適用されるのではな
いか」との懸念は払拭されてきたといえる13）。

5．2　新たな立法の必要性

このように両最高裁判決の射程は広くはない
と思われるものの，「実際問題としては，その
射程を超えて，近接する事案における規範的解
釈の先導として機能していくことが予想され
る」14）という指摘もなされているところであり，
クラウドサービスにおける利用主体性が今後裁
判所においてどのように判断されるか，という
点については，未だ不明なところが多いといわ
ざるを得ない。
そして，新しいサービスを次々と創造・提供
し，ビジネスを拡大していきたい事業者として
は，クラウドサービスにおける新規のサービス
提供が合法なのか違法なのか，裁判をやってみ
ないと分からないような状況では，事業の設計
度が制約されてしまい，ひいては我が国のクラ
ウドサービス産業が萎縮し後退してしまうこと
になる15）。事業者の著作権侵害リスクについて
の予測可能性を確保するためにも，法改正等に
よる対処を求める必要性が高まっているといえ
よう。
これについて，これまで，JIPAを含む産業

界の団体等は，コンテンツ流通・利用の促進の
観点から，政府に対し，間接侵害の立法化等の
措置を含めサービス提供者が著作権侵害となら
ない範囲を明確化するよう要望し，産業界の立
場・意見を明らかにしてきた16）。
この問題について，政府においては，文化審

議会に置かれた司法救済ワーキングチームで検
討が重ねられ，2012年１月に，直接の行為主体
ではない間接的な関与者に対する差止請求を認
めるべきか，認める場合にどの範囲の者を対象
にすべきか等についての「『間接侵害』等に関
する考え方の整理」17）が公表されている。同報
告書では，一定の類型に該当する間接行為者に
ついては差止請求の対象となることが明確とな
るよう立法的措置を講ずるべきであると結論づ
けており，これを踏まえ，今後は，具体的な立
法の検討に向け，文化審議会著作権分科会法制
問題小委員会にて引き続き検討が進められるこ
とが予定されている。従来，行為主体が規範的
に拡張されてきた要因の一つとして，現行著作
権法において差止請求が認められる範囲が直接
行為者に限定されるという解釈が有力であった
ことが挙げられるが，このような立法的措置が
行われることで，無理に行為主体を拡張する必
要性が低くなることが予想され，その結果，行
為主体の規範的な拡張が抑制的になることが期
待される18）。

6 ． 今後の法制度の在り方

以上が，今般の最高裁判決から直接，導かれ
る影響，課題と解決案であるが，これ以外に，
クラウドサービスに関連する著作権法上の課題
を３つご紹介する。

6．1   著作権法第30条「私的使用のための
複製」の解釈

まず，著作権法第30条に規定された「私的使
用のための複製」の解釈である。著作権法第30
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条１項は，「著作権の目的となっている著作物
は，個人的に又は家庭内その他これに準ずる限
られた範囲内において使用することを目的とす
るときは，次に掲げる場合を除き，その使用す
る者が複製することができる」と規定されてお
り，個人自らで自身の使用のために複製する行
為については，私的使用のための複製とみなし，
著作権者の許諾無く複製する行為を認めてい
る。しかしながら，クラウド上のサーバで管理
されているコンテンツを，ユーザー自らの使用
のために複製する場合，複製行為の主体を，ユ
ーザーと評価するのか，あるいは，（複製行為
が行われる機器の所有者である）クラウド事業
者と評価するのかによって著作権侵害の成否が
変わってきてしまう。
さらに著作権法第30条には，別の問題も残さ
れている。著作権法第30条１項１号には，個人
自らで自身の利用のために複製する行為であっ
ても，「公衆の使用に供することを目的として
設置されている自動複製機器を用いて複製する
場合」については，私的使用のための複製とは
みなさない旨規定されている。すなわち，コン
テンツの複製が行われるクラウド上のサーバが
30条１項１号の「公衆の使用に供することを目
的として設置されている自動複製機器」に該当
すると判断されれば，複製行為の主体について
何れの解釈がなされても，私的使用のための複
製とはみなされなくなってしまう。
私的使用のための複製行為において，技術の

発展に伴ってより利用し易い環境が整ってゆく
一方で，当該利用形態に著作権法第30条が充分
に対応できておらず，技術の利便性を充分に享
受できない状況になりかねない。したがって，
上述の間接侵害と併せて著作権法第30条につい
ても，著作権法改正を踏まえ解釈を明確にすべ
き必要があると考える。

6．2　包括的な権利制限規定の必要性

これまで著作権法では，技術及び社会の発展
に伴って著作物の新たな利用形態が生じるたび
に，当該利用形態が著作権侵害か否かを検討し，
検討の結果著作権侵害ではないと判断した利用
形態につき，個別に著作権法に規定する方式で，
法改正を繰り返してきた。しかしながら，上述
の「間接侵害」や「私的使用のための複製」等
の課題が示唆するように，技術及び社会が急速
な発展を遂げる中で，様々な利用形態を予測し，
新たな利用形態が生まれる度に個別に規定を設
ける方式では，実際には対応し切れていない。
そして，クラウドサービスの運用における行為
についても，条文上何れの規定にも該当せず著
作権侵害とみなされる可能性のあるケースも既
に指摘されている19）。このように，技術の進展
や社会の変化にタイムリーに対応し，イノベー
ションを喚起してゆくためには，各利用形態に
ついて個別に規定を設けるのみの現行の対応で
は一定の限界があるため，権利者の利益に配慮
しつつも，より弾力的な運用を可能とする包括
的な権利制限規定の導入を積極的に検討する必
要がある。

6．3   著作権法におけるアクセスコントロ
ール保護

最後に，著作権法におけるアクセスコントロ
ール保護の考え方について検討する。現行の著
作権法においては，著作物へのアクセス等著作
物の使用行為は著作権の支分権に当らず，著作
権者の許諾無く実施可能である。しかしながら，
クラウドサービスにおいては，クラウド上のコ
ンテンツ等にアクセスするサービスを提供する
ため，コンテンツの権利者としては，コンテン
ツへの不正アクセスを懸念し，著作権法におい
ても不正アクセスに関する規制を強化するよう
要求することが予想される。しかしながら，本
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来著作権法では，著作物にアクセスする等の使
用行為は自由に実施できるのであって，保護が
行き過ぎてしまうと，ユーザーの適法な行為が
制約され，アクセス権という権利が，著作権法
で事実上制度化されてしまうこと等が懸念され
る。したがって，アクセスコントロールの法的
保護の検討に際しては，クラウドサービスの健
全な発展を図るためにも，特定プラットフォー
ムを保護する結果とならないよう，従来同様，
権利の保護と利用のバランスへの配慮が非常に
重要である。

7 ． ま と め

クラウドサービスの急速な発展に伴い，以前
から懸念されてきた著作権法上の課題が，より
浮き彫りになり，影響範囲が広がっている。コ
ンテンツクリエーターの権利を尊重しなければ
ならないが，新しいサービスが次々と創造され，
ユーザーがその利益を享受することで，産業・
経済も活性化していくことは非常に重要なこと
であり，著作権法という法律が，イノベーショ
ンや我々の生活の向上を阻害するものであって
はならない。したがって，間接侵害の立法化や
より柔軟性のある包括的な権利制限規定の導入
等について今以上に活発な議論がなされること
を期待する。
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